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〔設問〕 

A会社は､電子部品の製造 ･販売業を営む株式会社 (公開会社 ･監査役設置会社)であ

る｡平成 21年 6月 26日開催の A会社の定時株主総会において､B･C･Dを取締役に選

任すること (任期は平成 23年 6月開催予定の定時株主総会の終結時まで)､取締役の報酬

総額の上限を 2億円とし､その範囲内で取締役会が各取締役の報酬額を定めるべきことが

決議された｡その直後に開催 された取締役会において､各取締役の職務内容および報酬額 

(B :代表取締役社長 ･報酬月額 300万円､C :取締役副社長 ･報酬月額 200万円､D :

営業担当取締役 ･報酬月額 100万円)が決議された｡ところが､平成 21年 8月頃から､B･ 

C間に､A会社の経営方針をめぐり､深刻な対立が生じた｡Bの不興を買うことをおそれ

たDがBに賛同したことから､平成 21年 10月 26日開催の取締役会において､Cを副社長

から非常勤取締役に降格させること､および､職務内容の変更に伴い､Cの残任期間の報

酬月額を 10万円に減額することが､Cの反対にもかかわらず､決議された｡平成 21年 10

月 27日に､Cから上記の職務内容の変更と報酬月額の減額について相談を受けた弁護士 E

は､Cに対して､どのような助言をすればよいか｡


